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(はじめに)
本年�月に鹿児島市消防局長を拝命いたし
ました松下 剛と申します｡ 鹿児島市医師会
の皆様には, 常日頃から救急業務をはじめと
する消防行政はもとより, 市政の各面にわた
り, ご理解とご協力をいただいておりますこ
とに, 衷心より感謝申し上げます｡
市民の皆様の生命, 身体及び財産を守ると
いう消防の使命を果たすために, 職員一丸と
なって取り組んでまいりますので, どうぞよ
ろしくお願いいたします｡

(火災と救急は���番！)
さて, 火災と救急の ｢���番｣は, 今や誰も
が知っているダイヤルです｡ この���番通報
は, 消防局の通信指令センター (情報管理課)
で受理しています｡ 火災, 救助, 救急といっ
た�分�秒を争う緊急事案の通報を的確に受理
し, 迅速に出動指令をかけ, 出動隊に情報を
提供するという ｢市民と消防をつなぐ重要な
役割｣ を担っているのが通信指令センターで
す｡ しかし, 市民と一番近いところで, 最初
に接する部署にもかかわらず, その概要につ
いては, あまり知られておらず, 遠い存在で
はないでしょうか｡
今回, 寄稿の機会をいただきましたので,
通信指令センターの概要について紹介したい
と思います｡

(���番はいつから？)
日本で最初に火災専用電話が設置されたの
は, 大正�年, 東京の消防機関でした｡ 消防
部, 消防署, 消防出張所に公衆電話と接続し
た火災報知専用の電話を設置したもので, 電
話局の交換手に ｢火災｣ と告げると, 優先的
に火災近くの消防機関に接続され, 出火場所
を知らせるという仕組みでした｡ 大正��年の
関東大震災で壊滅した東京の電話機構は, 復
興にあたり新しい自動交換方式を取り入れ,
大正��年からダイヤル式即時通話となりまし
た｡ これに伴い火災専用電話 ｢���番｣ の専
用番号が用いられましたが, この番号は誤接
続が多かったため, 昭和�年から末尾番号の
｢�｣ を局番号として未使用の ｢�｣ に改めら
れました｡
その後,昭和��年�月に,日本電信電話公社
(当時) が, 設置基準を明文化し, 火災報知
用電話の番号を ｢���番｣ で全国統一しまし
た｡ 以降, 一般家庭への電話の普及とともに
｢���番｣ は誰もが知る定番となりました｡
ちなみに,鹿児島市においては,鹿児島電話
局が自動化された昭和��年�月から���番通報
の運用を開始したという記録が残っています｡

(通信指令センターの体制)
通信指令センターは, 山下町��番�号, 消
防局本部に所在します｡ 情報管理課は, 課長
以下��人が勤務しており, うち��人が通信指
令員として�つの部に分かれ��時間体制で緊
急通報や消防に関する各種問合せなどに対応
しています｡
通信指令台は�台で, 通常は�～�人を配置
しています｡ 最大��本の���番通報を同時に
受理することが可能で, 台風・大雨・地震な
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どの非常時には情報管理課員のほか, 総務課,
予防課などから応援要員を加えて対応します｡
通信指令員は, ｢助けを求める声｣ に対し
て, 常に迅速・的確・親切を旨に, 消防業務
遂行の第一歩を担うという高い義務意識と危
機管理意識を持って業務にあたっています｡

(���番通報の受理状況)
表�のとおり, 令和�年中の���番通報の受

理件数は������件で, これは一日平均���件
の通報を受理していることになります｡ 通報
内容の種別としては, 火災, 救急, それ以外
の災害の緊急を要するものや消防訓練時にお
ける通報訓練のほか, 病院案内, 問合せ, 誤
報といった緊急性の低いものや, いたずらも
含まれています｡
図�のとおり過去��年間の���番通報受理件
数は, ������件前後で推移しています｡
主な種別では,｢救急｣ が約�割を占めてお

り, 今後の救急需要の増大に伴い���番通報
件数も増加することが予想されることから,
通信指令員の救急に関する更なるスキルアッ

プも必要になると思われます｡
｢問合せ｣ は, �����件前後で推移してい

ますが, 消防業務全般にわたる質問のほか,
サイレンの音を聞いて火災の場所などを知り
たいといった緊急性の低い内容のものが多い
ことから, これを, 減少させるために, 後述
する ｢安心ネットワーク���｣ などの利用促
進をより一層図る必要があると考えます｡
｢病院案内｣ は, 年々減少傾向にあり, 令

和�年は���件で, ��年前の�分の�以下になっ
ています｡ これは新聞や市民のひろばに休日
当番医が掲載されていることや, スマートフォ
ンなどの普及により, 病院情報を手軽に入手
できる環境が整ってきたことが要因と考えら
れます｡
｢いたずら｣ についても年々減少傾向にあ

り, 令和�年は��件で, ��年前の��分の�以下
になっています｡ これは, 通信指令台の電話
番号強制取得機能により通報者の電話番号が
判明することや, 公衆電話の減少に伴い, 公
衆電話からのいたずら通報が減少したことに
よるものと推測されます｡

鹿児島市医報 第��巻第�号 (通巻���号) ����(令和�年)

[緑陰随筆特集]

��
表� 令和�年���番通報受理状況

火 災 救 急
火災・救急
以外の災害

病院案内 問合せ いたずら 誤 報 その他 通報訓練等 合 計

令和�年 ���件 ������件 ���件 ���件 �����件 ��件 �����件 ���件 �����件 ������件
図� 年別���番通報受理状況



(緊急通信指令システムの構成)
緊急を要する���番通報に迅速かつ的確に
対応するため, 緊急通信指令システムは,
｢位置情報通知システム｣, ｢音声合成装置｣,
｢車両動態位置管理システム｣ の�つのシステ
ムで構成されています｡
位置情報通知システムは, 固定電話, 携帯
電話, ��電話からの���番通報の受理時, 通
話と同時に通報者の位置情報が地図上に表示
され, 慌てて住所などを言えない場合や意識
を失った場合などでも現場の特定がしやすく
なり, 消防車や救急車をより早く現場に出動
させることができます｡
音声合成装置は, コンピュータで合成した
音声により指令を行うシステムで, これによ
り通信指令員は通報者と会話を続けながら出
動指令を行うことができ, 通報受理から現場
到着までの時間短縮につながっています｡
車両動態位置管理システムは, 消防車や救
急車の位置を���で管理し, 災害現場に一番
近い車両を瞬時に自動的に選別し出動させま
す｡ 車両側のシステム端末でも, 災害点, 位
置情報, 消防水利など, 指令センターと同様
の情報が地図画面上に表示され, 現場までの
最短ルートを検索することも可能です｡
また, 通信指令員は, 出動隊に対し, 消防・
救急デジタル無線を活用して, 通報内容や到
着順位をはじめ, 傷病者の状況, 警察機関等

からの情報, 気象情報などを提供するほか,
指揮隊が保有するタブレット端末に, 市内の
高台に配置している高所監視カメラの映像を
送信するなど, 出動隊の円滑で効果的な現場
活動を支援しています｡
これらのシステムの安定稼働と機能強化の
ために, 本市においては計画的にシステム機
器の更新を行っており, 令和�年度は指令台
の操作画面を増加したほか, 画面のタッチパ
ネル化とディスプレイ上に描いた情報を救急
車のナビ画面に表示する機能を追加するなど,
操作性及び利便性を向上させました｡

(多様な受理体制)
音声による意思疎通が困難な聴覚や言語機
能に障がいがある方からの通報に対応するシ
ステムとして, ���やインターネットメール
による緊急通報に加え, 令和元年�月から,
スマートフォン等の携帯端末を利用して円滑
に通報することができる ｢������緊急通報
システム｣を運用しています｡令和�年�月�日
現在, ��人の登録ですが, さらに登録を推進
する必要がありますので, 医師会の皆様にも
周知広報にご協力をいただければ幸いです｡
また, 日本語によるコミュニケーションが
困難な外国の方への対応を円滑にするため,
平成��年�月から, 電話通訳センター (消防
局が委託) を利用した多言語対応も開始して
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おり, 現在, 英語, 中国語, 韓国語, タイ語,
ベトナム語など��言語に対応することができ
ます｡

(救命率を上げるために)
通信指令の業務は, 救急事案の増加により,
その役割が注目されるようになってきました｡
特に, 救急救命士制度が創設されて以来, 消
防機関における救急業務の高度化が叫ばれる
中, 救命率の向上や後遺障害の軽減につなげ
るために, バイスタンダー (救急現場に居合
わせた者) による救急隊到着前の応急手当が
実施できるよう, 通信指令員による口頭指導
の重要性が示唆され, 消防局においても, 平
成��年から本格的に通信指令員による口頭指
導を実施しています｡
救急事案に伴う���番通報を受理してから
の口頭指導の流れを紹介しますと, まず, 救
急車を向かわせる場所・住所を特定し, 救急
車の予想到着時刻を伝えます｡ 次に, 傷病者
の受傷機転や症状の聴取内容から, バイスタ
ンダーによる応急手当が必要と判断した場合
に, 他に協力者がいるか, 電話を, スピーカー
モードにできるかなどの聞き取りをもとに,
救急車が到着するまでの間に必要な応急手当
の動作を,電話で確認しながら進めていきます｡

口頭指導の項目は, 心肺蘇生法・気道異物
除去法・止血法・熱傷手当・指趾切断手当な
どで, その実施者は, 救急救命士や救急隊員
の資格等を持った通信指令員です｡
また, 現場に出場中の救急隊員が, 必要に
応じて行うプレアライバルコールでも口頭指
導を実施することがあります｡
図�のとおり, 通信指令員による口頭指導
と市民等による応急手当の実施数は, 正比例
の関係にあることから, 適切な口頭指導を積
極的に行うことで, バイスタンダーによる効
果的な応急手当を傷病者に実施する機会を増
やすことができ, ひいては救命率の向上に繋
がっていくものと考えます｡
今後においても救命率の向上を目指し, 情
報管理課に配置の救急救命士を中心に, ドク
ターカースタッフとの共同による口頭指導意
見交換会や口頭指導発表会などを積極的に実
施し, 口頭指導技能の向上に努めます｡

(市民への情報提供)
｢サイレンの音が聞こえるけど, どこで火

事なの？｣ といった市民の皆様の不安などを
解消するため, これまで消防局では, 専用ダ
イヤル (テレガイド (��������)・テレドー
ム (������������)) で, 市内で発生している
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災害情報等を案内していましたが, 平成��年�月から事前に登録した市民や防災関係者に
対し,市内の災害情報や避難指示等の避難情報
をメールで配信する ｢安心ネットワーク���｣
の運用も開始しています｡ 現在, 約������人
が登録していますが, さらに登録者を増やす
ためにホームページやチラシを活用し, 登録
を呼びかけています｡ また, 現在, 無料通話
アプリ����などの���を活用した情報発信に
ついても検討中です｡

(通信指令センター見学)
消防局では, 市民の皆様に消防を身近に感
じていただくために, 所管する施設の見学を
受け入れており, 通信指令センターにおいて
も, 小学校等の社会科見学や中学生の職場体
験のほか, ｢���番の日｣ (毎年��月�日) には
一般公開するなど, 年間約���人の方々が来
訪していました｡
令和�年�月から, 新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため見学の受入れ等を中
止していますが, 今後は, 感染拡大の状況を
見極めながら対策を講ずる中で徐々に再開さ
せ, 消防の��に努めてまいりたいと考えてい
ます｡興味のある方は是非お越しください｡

(いざという時のために)
めったに経験することのない���番通報に
備えて, いくつか注意点をお伝えします｡
・まずは, 通報者あなた自身の安全を確保！
災害現場では二次災害が発生するおそれ
があります｡ 必ず自身の安全を第一に行動
してください｡ 火災で初期消火に失敗した
場合などは早急に屋外に避難し, 交通事故
の場合は次の事故に巻き込まれることのな
いように安全な場所から通報してください｡
・通報はあわてずに, 落ち着いて通信指令員
の質問に答えて！
早口や, ｢早く来て！早く来て！｣ と連
呼したりすると, かえって場所の特定に時

間がかかり, 出動が遅れてしまう場合があ
ります｡ 大切なのは確実な情報を冷静に伝
えることです｡
・正確な住所や, 目標となる物を伝えて！
正確な場所が特定されれば, その時点で
消防車等を現場に向かわせています｡ 交通
事故など屋外の場合や住所が分からない場
合は駅やバス停, 交差点など周りに見える
目標物を伝えてください｡

(今後の展望)
近年の情報通信技術の進歩によって, 画像,
音声, 文書等の様々な形式のデータを, 大量
かつ迅速にやり取りすることが容易に可能と
なってきました｡ 消防通信指令の分野におい
ても, このような技術を取り入れ, ���番通
報者との音声のやり取りに加え, 位置情報や
画像データを伝達するシステムが開発され,
運用されつつあります｡
本市においても, 既存システムの強化や必
要に応じた新たなシステム等の導入を行うと
ともに, 通信指令員のコミュニケーション能
力や出動指令スキルの向上を図り, 質の高い
消防行政サービスの提供と信頼の確保に努め
てまいります｡

(終わりに)
今回は, 鹿児島市医報への寄稿を通して,
通信指令センターの概要について説明の機会
をいただいたことに感謝を申し上げます｡
高齢化の進行や新型コロナウイルス感染症
の感染拡大などにより, 救急需要は増大し,
また多様化する中, 消防局としましても市医
師会の皆様と相互連携のもと救急業務を適切
かつ円滑に推進してまいる所存でありますの
で, 市医師会の皆様方には, これまでと変わ
らずご指導, ご鞭撻を賜りますようお願いい
たしますとともに, 市医師会の益々のご発展
と皆様方のご健勝, ご活躍をご祈念申し上げ
ます｡
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